
令 和 ４年 （２０２２年 ） １月 ２ １日

都 市 計 画 審 議 会 資 料

都 市 基 盤 部 都 市 計 画 課

東京都市計画生産緑地地区の変更について（中野区決定）

1. 変更の概要

区内の東京都市計画生産緑地地区のうち、地区番号２６において、令和３年６月２８日付で生

産緑地法（昭和４９年法律第６８号。以下「法」という。）第１０条に規定する主たる従事者の死亡に

よる買取りの申出があった。本申出に従い、区及び関係地方公共団体等へ買取の可否について

照会したところ、いずれも買取らない旨の回答があった。その後、農業従事者へのあっせんも行

ったが、取得希望者はなかった。よって、買取りの申出から３か月経過した令和３年９月２８日時

点で、法第１４条の規定により、生産緑地としての行為の制限が解除されている。

このことにより、地区番号２６の区域について、区内の東京都市計画生産緑地地区から削除す

るものである。

2. 都市計画の案

計画書（別紙1）、総括図（別紙2）、計画図（別紙3）のとおり

〇地区番号と位置

地区番号２６：中野区上鷺宮三丁目地内

〇申出による対象地区の減面積

約０.０７ha （約６６０㎡）：全部削除

〇区内生産緑地地区の地区数と面積（変更前後）

変更前：８地区（約１.３７ha） → 変更後：７地区（約１.３１ha）

3. 当該都市計画の経緯及び今後のスケジュール

令和３年 ６月２８日 生産緑地買取申出受理

９月２８日 行為制限の解除

１１月 ５日～１２月 ６日 都知事協議

１２月１０日～１２月２４日 都市計画案の公告・縦覧及び意見書受付

図書の縦覧者 ０名

意見書の提出 ０名

令和４年 １月２１日 中野区都市計画審議会（諮問）

２月上旬 都市計画変更（告示)予定



 

東京都市計画生産緑地地区の変更（中野区決定） 

 

 

 

 東京都市計画生産緑地地区を次のように変更する｡ 

 

 

第１ 種類及び面積 

 

種      類 面    積  

生産緑地地区 約  １．３1 ha 

 

 

第２  削除のみを行う位置及び区域 

 

名    称 
位          置 削 除 面 積 備    考 

番号 地区名 

２６ 上鷺宮 中野区上鷺宮三丁目地内 約６６０㎡ 地区の全部 

計 １ 件  約６６０㎡  

 

 「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

   理  由 

 買取申出に伴う行為制限の解除により、生産緑地の機能を失った生産緑地地区を削除する。 
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新 旧 対 照 表 
 

 

 

番号 
変更前 

位    置 
変更内訳 変更後  

摘  要 
面  積 削  除 追  加 面  積 

2 約 3,870㎡ 中野区上鷺宮四丁目地内   約3,920㎡ 精査による増５０㎡ 

２６ 約 660㎡ 中野区上鷺宮三丁目地内 約 660㎡  ０㎡ 全部削除 

 変  更 

 のない 

 地  区 

計 ６件 

 

 計 9,215㎡ 

   計 ６件 

 

計9,215㎡ 精査計 50㎡増 

 

   計 

    8件 

 

 13,745㎡ 

       7件 

 

 13,135㎡ 

 

 

→1.31ha 
 

 

 

 

 変 更 概 要 
 

 名    称 変  更  事  項  

生産緑地地区 

1 位置の変更  新旧対照表のとおり 

 

2 区域の変更  計画図のとおり 

 

  3 面積の変更   8 件       →     7 件 

                約 1.37ha        約 1.31 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



都市計画の策定の経緯の概要書 

 

東京都市計画生産緑地地区の変更 

   

事      項 時   期 備   考 

都市計画原案の公告・縦覧       年  月  日から 

      年  月  日まで 

な  し 

 

公   聴   会 年  月  日 な  し 

説   明   会       年  月  日から 

      年  月  日まで 

な  し 

都市計画案の公告・縦覧 令和３年１２月１０日から 

令和３年１２月２４日まで 
予  定 

中野区都市計画審議会 令和４年 １月以降 予  定 

決    定    告    示 令和４年 １月以降 予  定 

 



東京都市計画生産緑地地区
 
総括図（中野区決定） 

別紙２
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東京都市計画生産緑地地区計画図（中野区決定）

凡　例

既指定区域

縮尺　1:2,500

削除区域

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500の地形図

（道路網図）を使用して作成したものである。ただし、計画線は、都市計画道路

の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。

（承認番号） 3都市基交著第51号　 令和3年6月10日

3都市基街都第19５号 令和3年9月22日
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令和３年（２０２１年）１２月１日

建 設 委 員 会 資 料

都市基盤部都市計画課

区内生産緑地の保全・活用に関する基本的考え方について

１．趣旨

区内の生産緑地については、区北西部地域における貴重なみどりとオープンスペースの機

能、役割を果たしていることから、区は都市計画制度により継続的な保全に努めてきた。

しかし、相続等による農業従事者の不在により、都市計画指定が解除され地域のみどりやオ

ープンスペースの減少が年々進んできている（平成5年度25地区5.46ha→令和３年度8

地区1.37ha）。

このような状況を改善するためには、点在する生産緑地の保全のあり方や、継続が困難にな

った場合の公共としての計画的な活用のあり方など、個々の立地条件等を踏まえた具体的検

討を事前に進めておくことが重要であり、改定中の都市計画マスタープランでは、生産緑地の

保全・活用に向けた具体的な考え方を示していく旨を掲げることとしている。

以上のことから、区は生産緑地の保全・活用に向け、次の基本的考え方を踏まえ、取組を進

めていくこととする。

２．生産緑地の保全・活用に関する基本的考え方

【保全】

○貴重なみどりである生産緑地を引き続き安定して保全するために、令和４年に都市計画の

指定から３０年が経過し申出基準日を迎える生産緑地については、特定生産緑地※の指定

を促進し、買取申出期日を10年間延長することで、農地としての継続性を確保する。

○小規模農地を保全するために、現行500㎡以上の指定面積要件を、国が策定した「都市

計画運用指針」の中で、都市農地が身近な防災空間として機能する面積とされる300㎡

以上に引下げを行い、小規模農地についても生産緑地として指定できるよう条例を制定

する。

【活用】

○既存の生産緑地について、相続等により継続が困難となった場合の買取申出に備え、あら

かじめ個々の立地条件等を踏まえ公共的な活用に向けた検討を行い、区が必要な生産緑

地を取得することで、民間への売却による農地の減少を軽減する。

○公共的活用が見込まれる生産緑地については、所有者意向を踏まえたうえで、関係部署と

協議の上、用地取得に向けた調整や都市計画指定などの具体的な検討を進める。

○積極的な用地取得にあたり、国や都の補助金等の活用など財源確保に努める。

３.今後の予定

令和３年度 特定生産緑地の指定準備

生産緑地の指定面積の引下げに関する条例案の提出

参 考 資 料



令和４年度以降 特定生産緑地の指定手続（都市計画審議会への意見照会）

（現存の生産緑地が申出基準日を迎える令和４年１１月までに指定）

各生産緑地の保全・活用に向けた具体的取組の推進

【参考】

既存の生産緑地地区及び特定生産緑地指定対象

令和３年１1月現在

【位置については別紙のとおり】

※ 特定生産緑地とは、生産緑地の申出基準日（指定後３０年経過）が近く到来する生産緑地のうち、申出基

準日以降においてもその保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められる

場合に、区は都市計画審議会の意見を聴き特定生産緑地として指定する制度。指定期限は、申出基準日

から起算して１０年を経過する日とする。また、指定期限日前に手続を行えば、期限のさらなる延長も可

能な制度である（生産緑地法第１０条の２）。

番号 地区名 対象場所 面積（㎡） 現状 生産緑地の指定 特定生産緑地の指定対象

② 上鷺宮 上鷺宮四丁目 約3,8７0 畑 H4.11 対象

⑦ 上鷺宮 上鷺宮二丁目 約1,360 畑 H4.11 対象

⑧ 上鷺宮 上鷺宮二丁目 約880 畑 H4.11
対象

⑮ 鷺 宮 鷺宮六丁目 約1,115 畑 H4.11/H26.10 対象（※H26指定部分を除く）

㉑ 大和町 大和町四丁目 約3,１00 畑 H4.11 対象

㉔ 上鷺宮 上鷺宮五丁目 約1,190 畑 H5.10 対象

㉕ 上鷺宮 上鷺宮二丁目 約1,57０ 畑 H30.11 対象外

㉖ 上鷺宮 上鷺宮三丁目 約660 畑 H30.11 対象外

計 8地区

約１３,7４5㎡

(1.３７ha)

計 ６地区

約１０,９５０㎡

（約１．１ha）


